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第１ 入札説明書の定義 

県営上溝団地特定事業における入札説明書（以下「入札説明書」という。）は、神奈川

県（以下「県」という。）が民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。

以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として特定事業

の選定を行った県営上溝団地特定事業（以下「本事業」という。）に対して令和３年８月

31 日付け神奈川県公報により公告した総合評価一般競争入札（以下「入札」という。）に

ついての説明書です。 

当該入札に係る調達は、1994 年４月 15 日にマラケシュで作成された政府調達に関す

る協定（以下「ＷＴＯ政府調達協定」という。）の適用を受けます。 

入札説明書に添付されている、以下の資料は、入札説明書と一体のものとします（以下

「入札説明書等」という。）。 

 

・県営上溝団地特定事業 要求水準書（以下「要求水準書」という。） 

・県営上溝団地特定事業 落札者決定基準（以下「落札者決定基準」という。） 

・県営上溝団地特定事業 様式集（以下「様式集」という。） 

・県営上溝団地特定事業 特定事業契約書（案）（以下「特定事業契約書（案）」という。） 

・県営上溝団地特定事業 基本協定書（案）（以下「基本協定書（案）」という。） 

 

なお、入札説明書等は、令和３年３月９日に公表した実施方針等（要求水準書（案）を

含む。）、令和３年５月20日に公表した実施方針等に関する質問及び意見に対する回答等、

令和３年８月 26 日に公表した実施方針等に関する事業者ヒアリング結果、及び令和３年

８月 26 日に公表した実施方針（修正版）等（以下「既公表資料」という。）を反映したも

のであり、入札説明書等と既公表資料に相違がある場合には、入札説明書等の規定内容

が優先するものとします。また、入札説明書等に記載がない事項については、既公表資料

及び入札説明書等に対する質問・回答によるので、入札参加者は、これらを踏まえ、入札

等に必要な手続を行ってください。 
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第２ 事業概要 

１ 事業内容に関する事項 

（1） 事業名称 

県営上溝団地特定事業 

 

（2） 事業に供される公共施設等 

県営住宅等（付帯施設等を含む） 

 

（3） 公共施設等の管理者の名称 

神奈川県知事 黒岩 祐治 

 

２ 事業の目的 

県では、「神奈川県県営住宅 健康団地推進計画」（平成 31 年３月策定）に基づき、財

政負担や業務負担の軽減、民間のノウハウ活用、建替のスピードアップ等を図ることを

目的として、民間活力の導入を積極的に検討しています。 

上溝団地について、立地条件や事業規模等を勘案してＰＦＩ方式による建替が適し

ていると判断し、調査、設計、建設、監理及び入居者の移転支援等の業務を一体的に民

間事業者に委ねることで、民間の創意工夫を活用し、公共サービスの質の向上や財政負

担の軽減を図ることを目的とします。 

 

３ 事業の概要 

本事業は、上溝団地のうち東側７街区の既存住宅（79 棟 561 戸）並びに住宅に附属

する施設及び屋外工作物等（以下「付帯施設」という。）を解体除却し、新たな県営住

宅（以下「建替住宅」という。）及び付帯施設（建替住宅と併せて、以下「建替住宅等」

という。）並びにコミュニティ機能を有する施設及び広場等を整備する業務並びにこれ

らを実施する上で必要となる関連業務を一体的に行うものです。 

 

(1) 県営住宅等整備業務 

本事業を遂行する者（以下「ＰＦＩ事業者」という。）は、既存住宅及び付帯施設の

解体除却を行い、新たに 460 戸以上の建替住宅を整備（調査・設計・建設・監理）す

るとともに、付帯施設、コミュニティ機能を有する施設、広場等の整備工事を一体的

に行い、県に引き渡すものとし、次の業務を行います。 

ア 事前調査（地質調査、測量調査、周辺家屋調査、電波障害予測調査） 

イ 設計業務（全体整備計画、建替移転計画、基本設計・実施設計） 

ウ 許認可申請等業務（必要な許認可、建築確認、その他必要な関係機関等との協

議及び申請等の手続） 

エ 地元説明等団地及び近隣対応（建替計画の説明を含む。） 

オ 既存住宅等の解体除却（付帯施設を含む。） 
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カ 建替住宅等の建設工事（仮移転先住戸（以下「仮住居」という。）の修繕を含

む。） 

キ 電波障害実測調査 

ク 工事監理 

ケ 設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の取得 

コ 化学物質の室内濃度測定 

サ 事後調査（周辺家屋調査等） 

シ 事後対策（周辺家屋補償等、電波障害対策工事等） 

ス 確定地形測量（公共施設管理者への移管資料作成を含む。） 

セ 余剰地(県営住宅等整備業務において生じた余剰地をいう。以下同じ。)の分筆

（余剰地と県有地との分筆等） 

ソ 建替住宅、付帯施設、コミュニティ施設、広場等の引渡し及び所有権の移転 

タ 住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託 

チ 補助金及び交付金申請等関係書類の作成支援業務 

ツ 会計実地検査の支援業務 

テ その他上記業務を実施する上で、必要な関連業務 

 

(2) 入居者移転支援業務 

ＰＦＩ事業者は、上溝団地の現入居者が仮移転先や建替住宅へ移転するにあたり、

次の業務を行います。 

ア 移転計画業務 

イ 仮移転支援業務 

ウ 本移転支援業務 

エ 補助金及び交付金関係書類の作成支援業務 

オ 会計実地検査の支援業務 

カ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

 

(3) 用地活用業務（付帯事業） 

ＰＦＩ事業者は、県から余剰地を取得し、自らの事業として提案した住宅や施設等

（以下｢民間施設等｣という。）の整備を行います。 

余剰地の売買については県が実施する不動産鑑定を踏まえ、県と用地活用業務（付

帯事業）を行う企業との間で別途契約を締結することとします。 

 

４ 事業方式 

本事業は、ＰＦＩ事業者は既存住宅等を解体除却し建替住宅等を整備した後、県へ所

有権を移転する方式に、入居者の移転支援を加えたＢＴａ（Build Transfer assist）

方式とします。 
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５ ＰＦＩ事業者の収入及び負担 

県は、本事業の実施について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条に規

定する債務負担行為に基づき、ＰＦＩ事業者から提供されたサービスに対し、県とＰＦ

Ｉ事業者との間で締結する特定事業契約書に定めるところにより、契約期間にわたっ

て、本事業の実施に必要なサービスの対価をＰＦＩ事業者に対し支払います。 

 

(1) ＰＦＩ事業者の収入 

県は、本事業に要する費用として、令和４年度以降、毎年度１回、各年度末の出来

高に応じ、特定事業契約書に定める額の範囲内で支払います。 

ＰＦＩ事業者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 

号）第２条第４項の保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）から保証を受けた

場合には、県営住宅等整備業務（設計、解体除却、建設工事に限る）に要する費用に

ついて、前払金を請求することができます。ただし、前払金の支払いには限度額を設

けるものとし、その額は特定事業契約書に定めます。 

なお、整備に要する費用の残額は、建替住宅等の引渡し及び所有権移転の完了後に

ＰＦＩ事業者へ支払います。 

 

(2) ＰＦＩ事業者の負担 

ア ＰＦＩ事業者は、本事業に要する費用を、(1)の県からの支払いがあるまでの

間、負担します。 

イ 用地活用業務企業は、余剰地の売買のために別途締結する県との契約に基づき、

余剰地の取得費用を県に支払います。 

ウ 用地活用業務企業は、自らの事業として民間施設等の整備を行います。 

 

６ 事業スケジュール 

本事業の事業期間は、次のとおりとします。 

 

  (1) 県営住宅等整備業務及び入居者移転支援業務 

契約締結日から令和 11 年８月 31 日まで 

 

  (2) 用地活用業務（付帯事業）  

余剰地の売買のために別途締結する契約に基づき余剰地に設定する買戻し特約の

登記の抹消手続が完了する日まで 

 

なお、具体的なスケジュールについては、ＰＦＩ事業者からの提案によるものとし、

期間を短縮することを可能とします。 
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事業実施スケジュール 

時 期 内 容 

令和４年 10 月 契約締結（神奈川県議会の議決後） 

令和 10 年度 
既存住宅等の解体除却、建替住宅等、コミュニティ機能を

有する施設、広場等の引渡し及び所有権移転の完了 

令和11年８月31日 本移転の完了 

 

７ ＰＦＩ事業として求めるサービスの水準 

別添資料１「要求水準書」によるものとします。 

 

８ 遵守すべき法令等 

本事業を実施するにあたり、法令及び条例等を遵守してください。詳細については、

要求水準書を参照してください。 

なお、これらに基づく許認可等が必要な場合、ＰＦＩ事業者がその許認可等を取得す

るものとし、その費用はＰＦＩ事業者の負担とします。 

  



－ 6 － 
 

第３ 事業者選定方法 

１ 事業者選定に関する基本的事項 

(1) 基本的な考え方 

本事業は、施設の整備や入居者の移転支援の各業務を通じて、ＰＦＩ事業者に効率

的かつ効果的なサービスの提供を求めるものです。 

そのため、民間事業者の幅広い能力及びノウハウを総合的に評価して事業者を選定

することとし、事業者の選定にあたっては、県からＰＦＩ事業者に対するサービス購

入費の支払の額並びに施設の整備や入居者の移転支援の各業務の能力、その他の条件

等を総合的に評価します。 

 

(2) 民間事業者の選定方法 

本事業のＰＦＩ事業者の選定については、競争性・透明性の確保に配慮した上で、

総合評価一般競争入札（地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10

の２）によるものとします。なお、本事業はＷＴＯ政府調達協定の対象であり、「地

方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令第

372 号）が適用されます。 

 

２ 入札等スケジュール 

日  程 内  容 

令和３年 

８月 31 日 入札公告、入札説明書等の公表 

９月８日 入札説明会兼現地見学会 

９月 16 日～22 日 入札説明書等に関する質問受付 

10 月 22 日 入札説明書等に関する質問に対する回答及び公表 

10 月 26 日 
入札参加表明書（資格確認申請書）及び資格審査書

類の受付 

11 月 11 日まで 入札参加資格確認結果の発送 

11 月 24 日 入札説明書等に関する事業者ヒアリング 

令和４年 

１月 17 日 入札書の受付及び開札、提案書の提出 

３月（予定） 
提案書に対する事業者プレゼンテーション及びヒア

リング 

５月（予定） 落札者の決定及び公表 

６月（予定） 基本協定の締結 

８月（予定） 仮契約締結 

10 月（予定） 契約締結 
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３ 落札者の選定手順 

 

  

失 格 予定価格を超過 

基本的事項の未達成 
  Ｐ24 参照 

 

入札書の受付・開札 

参加資格なしと判定 入札書 
提出不可 

資格審査 

提案審査 

入札参加表明書（資格確認申請書）・ 
資格審査書類の受付 

提案書類の受付 

資格審査書類の確認 

入札価格の確認 

基本的事項の確認 

提案書に対する事業者プレゼンテーション

及びヒアリング 

総合評価 

落札候補者の決定 

落札者の決定 

失 格 
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第４ 応募要件等 

１ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加する者は、次に掲げる要件を満たす者であることを要します。 

(1) 入札参加者の構成等 

ア 入札参加者の構成 

（ｱ） 入札参加者の構成は、次に掲げる業務を実施する単体企業又は複数の企業  

によって構成されるグループ（以下「応募グループ」という。）とします。 

a 設計業務 

建替住宅等並びにコミュニティ機能を有する施設及び広場等を設計する

業務 

b 建設等業務 

既存住宅及び付帯施設の解体除却並びに建替住宅等並びにコミュニティ

機能を有する施設及び広場等の建設を行う業務 

c 工事監理業務 

  建設等業務に係る工事を監理する業務 

d 入居者移転支援業務 

  入居者の移転を支援する業務 

e 用地活用業務（付帯事業） 

  余剰地の用地活用を行う業務 

(ｲ)  入札参加者となる単体企業は、他の入札参加者となる応募グループを構成す

る者（以下「構成企業」という。）になることはできません。また、入札参加

者となる応募グループの構成企業は、他の入札参加者となる単体企業又は他

の入札参加者となる応募グループの構成企業になることはできません。 

（ｳ） 入札参加者が応募グループである場合、建設等業務を担当する企業が入札

手続を代表して行う企業（以下「代表企業」という。）とし、本事業を遂行す

る上で中心的な役割を果たすこととします。 

（ｴ） 入札参加者が応募グループである場合、一の構成企業が複数の業務に係る業務

別の参加資格要件を満たすときは、複数の業務を一の企業が担当できることと

します。また、複数の構成企業が一の業務に係る業務別の参加資格要件を満たす

ときは、一の業務を複数の企業が担当できることとします。 
  

イ 特別目的会社の設立について 

落札者は、原則として、仮契約締結時までに会社法（平成 17 年法律第 86 号）

に規定される株式会社として特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立し、

本店所在地を県内に置くものとします。 

ＳＰＣを設立する場合の要件は、次に掲げる（ｱ）～（ｴ）の要件を満たすもの

とします。ただし、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業

の実施に関する基本方針」に定める事業部門の区分経理上の独立性の確保及び情

報の隔離措置をする場合は、ＳＰＣを設立しないことができるものとします。 
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（ｱ） 落札者によるＳＰＣへの出資比率は２分の１を超えること。 

（ｲ） 代表企業のＳＰＣへの出資比率は出資者中最大とすること。 

（ｳ） すべての構成企業がＳＰＣに対して出資すること。 

（ｴ）  すべての出資者は、契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、

県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権などの設定その

他一切の処分を行ってはならない。 

 

ウ 構成企業の変更等について 
入札参加表明書（資格確認申請書）の受付日後においては、原則として構成企

業の変更及び追加並びに担当する業務の変更は認めないものとします。ただし、

県がやむを得ないと認めた場合は、県の承認を条件として構成企業（代表企業を

除く。）を変更し、若しくは追加し、又は担当する業務を変更することができるも

のとします。 

 
エ 資本関係及び人的関係について 

入札参加者となる単体企業又は入札参加者となる応募グループの構成企業と次の

いずれかの関係を有する者は、他の入札参加者となる単体企業又は他の入札参加者

となる応募グループの構成企業になることはできません。 
（ｱ） 資本関係 

次のいずれかに該当する場合 
a  子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。b におい

て同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。b にお

いて同じ。）の関係にある場合 

b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

（ｲ） 人的関係 
次のいずれかに該当する場合。ただし、a については、会社等（会社法施行

規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事

再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会

社更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除きます。 

a  一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役

員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現

に兼ねている場合 
(a) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除きます。 

a’ 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社におけ

る監査等委員である取締役 

b’ 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

c’ 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

d’ 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ
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り業務を執行しないこととされている取締役 

(b) 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

(c) 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は

合同会社をいう。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段

の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除

く。） 

(d) 組合の理事 

(e) その他業務を執行する者であって、(a)から(d)までに掲げる者に準ず

る者 

b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第２項又は会

社更生法第 67 条第１項の規定により選任された管財人（以下「管財人」と

いう。）を現に兼ねている場合 

c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

（ｳ） その他の入札の適正さが阻害されると認められる関係 
組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合

その他上記(ｱ)又は(ｲ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められ

る場合 
 

 (2) 入札参加者の参加資格要件 

入札参加表明書（資格確認申請書）の受付日である令和３年 10 月 26 日（火）を参

加資格確認基準日とし、入札参加者（応募グループにあっては、各構成企業。以下(2)

において同じ。）は、同日において次の入札参加資格要件を満たすことを要します。

ただし、ア(ｺ)については同月 25 日(月)までに満たすことを要します。 

ア 入札参加者に共通の参加資格要件 

（ｱ） ＰＦＩ法第９条各号のいずれにも該当しない者であること。 

（ｲ） 地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号のいずれにも該当しない者で、

同条第２項の規定により一般競争入札に参加させないこととした者に該当し

ない者であること。 

（ｳ） 県の指名停止期間中の者でないこと。 

（ｴ） 参加資格確認基準日前２年以内に、手形交換所の取引停止処分を受けた者

でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者で、手続開始の決定後、

別に定める手続に基づく競争入札参加資格の再認定を受けたものを除きます。 

（ｵ） 参加資格確認基準日前６か月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出してい

ない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者で、手続開始の

決定後、別に定める手続に基づく競争入札参加資格の再認定を受けたものを

除きます。 
（ｶ） 債務不履行があり、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押
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又は競売手続の開始決定がなされていない者であること。 
（ｷ） 事業税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 
（ｸ） 県が本事業について委託するアドバイザリー業務に関与している者又はそ

の者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 
なお、アドバイザリー業務に関与している者は、株式会社地域計画建築研

究所、株式会社地域経済研究所及び北口・繁松法律事務所です。 
（ｹ） 神奈川県暴力団排除条例第２条第２号から第５号までに該当する者又はこ

れらの者と密接な関係を有する者でないこと。 
（ｺ） 神奈川県競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載さ

れている者又はその営業を継承したと認められる者であること。また、設計

業務を担当する企業、工事監理業務を担当する企業及び建設等業務を担当す

る企業については、担当する業務ごとに次の表の右欄に掲げる営業種目に登

載されているものであること。 
担当する業務 資格者名簿における営業種目（コード） 

設計業務、工事監理業務 建築設計（302） 
建設等業務 建設工事業（020） 
また、入居者移転支援業務を担当する企業及び用地活用業務を担当する企

業については、資格者名簿に登載されている営業種目は問いません。 

なお、資格者名簿に登載されていない者で入札に参加しようとするものは、

か な が わ 電 子 入 札 共 同 シ ス テ ム （ Ｕ Ｒ Ｌ  https://nyusatsu.e-

kanagawa.lg.jp/）の資格申請システムのＷＴＯの申請メニューにより競争入

札参加資格認定申請手続を行うとともに、資格申請に必要な書類を次の提出

先へ提出してください。 

a 設計業務、工事監理業務及び建設等業務に係る書類提出先 

神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 

横浜駐在事務所建設業審査担当 

横浜市神奈川区鶴屋町２－24 の２ かながわ県民センター 

電話（045）313－0722 

b 入居者移転支援業務及び用地活用業務に係る書類提出先 

神奈川県 会計局 調達課 資格審査グループ 

横浜市中区日本大通１ 神奈川県庁本庁舎１階  

電話（045）210－6721 

 
イ 業務別の参加資格要件 
（ｱ） 設計業務を担当する企業 

設計業務を担当する企業（以下「設計企業」という。）は、次の要件を全て

満たすこと。 
a 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っており、

かつ、一級建築士が３名以上在籍していること。 

https://nyusatsu.e-
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b コンクリート系構造（ＳＲＣ及びＰＣを含む。）で、１棟の延べ面積が

2,000 ㎡以上、階数が地上３階以上の新築工事（以下「参加資格要件工事」

という。）の実施設計の実績を有していること。なお、当該実績は、平成 23

年８月１日以後に竣工したものに限ります。 

c 設計企業と参加資格確認基準日の前日において過去３か月以上の直接的

かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務の技術

上の管理等を行う者をいう。）を配置できること。 

なお、落札後、県が必要と認めた場合、設計企業は管理技術者を変更する

ことができる。 

 

（ｲ） 建設等業務を担当する企業 

建設等業務を担当する企業（以下「建設企業」という。）は、単体企業、事

業協同組合、経常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業体のいずれかと

し、必要な要件は次のとおりとします。 

また、配置予定の監理技術者又は主任技術者については、入札参加表明書

（資格確認申請書）の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定で

きないことにより、複数名の候補者をもって入札参加表明書（資格確認申請書）

を提出することは差支えありません。 

なお、工事着手時において、入札参加表明書（資格確認申請書）に記載の監

理技術者又は主任技術者（候補者を含む）と同等の資格を有することを県が確

認した上で、技術者の変更を認めます。  

a 単体企業又は事業協同組合、経常建設共同企業体若しくは特定建設工事共

同企業体を構成する者に共通する要件 

(a) 入札日の１年７か月前の日の属する営業年度が終了する日以後に、建

設業法第 27 条の 23 第１項の規定による審査（以下「経営事項審査」と

いう。）を受け、その結果の通知を受けた者であること。 

(b) 単体企業又は事業協同組合、経常建設共同企業体若しくは特定建設工

事共同企業体を構成する者のいずれかは、最新で有効な(a)の通知（以

下「最新の経営事項審査結果通知」という。）の「建築一式」に係る完

成工事高の｢２年（又は３年）平均｣が 20 億円以上であること。 

(c) 「営業所実態調査における指導事項の改善について（通知）」を県から

受けた者は、改善確認通知を受けていること。 

(d) 退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している者（経営事項審

査の対象であるものに限る。）又は中小企業退職金共済法に基づく建設

業退職金共済契約を締結している者であること。 

(e) 健康保険、年金保険及び雇用保険に加入している者であること（当該

保険の加入義務がない者を除く。）。 

b 単体企業又は事業協同組合、経常建設共同企業体若しくは特定建設工事共

同企業体を代表する者の要件 

(a) 建設業法第３条第１項の規定により、建築一式工事業につき特定建設



－ 13 － 
 

業の許可を受けた者であること。 

(b) 建築一式工事の最新の経営事項審査結果通知の総合評定値が 1,000

点以上の者で、特定建設工事共同企業体の場合は当該特定建設工事共同

企業体を構成する者の中で最高の値のものであること。 

(c) 一級建築士又は一級建築施工管理技士で参加資格確認基準日の前日

において単体企業又は事業協同組合、経常建設共同企業体若しくは特定

建設工事共同企業体を代表する者と直接的かつ恒常的な３か月以上の

雇用関係にあるものを監理技術者として専任で配置できる者であるこ

と。 

c 特定建設工事共同企業体の要件 

(a) 特定建設工事共同企業体を構成する者の数は、２者又は３者であるこ

と。 

(b) 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成方式であること。 

d 特定建設工事共同企業体を構成する者の数が２者である場合の要件 

(a) 特定建設工事共同企業体を構成する者を代表する者（以下「代表構成

員」という。）の出資比率は、当該特定建設工事共同企業体の総出資額

の 10 分の 5.5 以内であり、かつ、当該特定建設工事共同企業体を構成

する者の中で最大であること。 

(b) 特定建設工事共同企業体を構成する者で代表構成員でないもの（以下

「構成員」という。）の出資比率は、当該特定建設工事共同企業体の総

出資額の 10 分の 4.5 以上であること。 

(c) 構成員が、建築一式工事の最新の経営事項審査結果通知の総合評定値

が 900 点以上の者であること。 

(d) 構成員が、建築一式工事に係る主任技術者で、参加資格確認基準日の

前日において直接的かつ恒常的な３か月以上の雇用関係にあり、営業所

の専任技術者でないものを施工現場に専任で配置できる者であること。 

e 特定建設工事共同企業体を構成する者の数が３者である場合の要件 

(a) 代表構成員の出資比率は、当該特定建設工事共同企業体の総出資額の

10 分の５以内であり、かつ、当該特定建設工事共同企業体を構成する者

の中で最大であること。 

(b) 構成員のうち出資比率の大きい者の出資比率は、当該特定建設工事共

同企業体の総出資額の 10 分の３以上であり、構成員のうち出資比率の

小さい者の出資比率以上であること。 

(c) 構成員のうち出資比率の小さい者の出資比率は、当該特定建設工事共

同企業体の総出資額の 10 分の２以上であること。 

(d) いずれの構成員も、建築一式工事の最新の経営事項審査結果通知の総

合評定値が 900 点以上の者であること。 

(e) いずれの構成員も、建築一式工事に係る主任技術者で、参加資格確認

基準日の前日において直接的かつ恒常的な３か月以上の雇用関係にあ

り、営業所の専任技術者でないものを施工現場に専任で配置できる者で
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あること。 

 

（ｳ） 工事監理業務を担当する企業 

工事監理業務を担当する企業（以下「工事監理企業」という。）は、次の要

件を全て満たすこと。 

a 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っており、

かつ、一級建築士が３名以上在籍していること。 

b 参加資格要件工事の工事監理の実績を有していること。なお、当該実績

は、平成 23 年８月１日以後に竣工したものに限ります。 

なお、落札後、県が必要と認めた場合、工事監理者を変更することができ

る。 

 

（ｴ） 入居者移転支援業務を担当する企業 

入居者移転支援業務を担当する企業（以下「入居者移転支援業務企業」と

いう。）は、宅地建物取引業法の規定による宅地建物取引業の免許を有してい

ること。 

 

（ｵ） 用地活用業務を担当する企業 

用地活用業務を担当する企業（以下「用地活用業務企業」という。）は、入

札参加表明書（資格確認申請書）提出の際に示した用地活用の内容と同種用

途の施設等の整備を行った実績を有していること。 

なお、用地活用業務を複数の構成企業で行う場合は、一の用地活用業務企

業が当該実績を有すれば足りることとします。 
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第５ 入札参加資格確認手続等 

１ 入札参加手続 

(1) 入札説明書等に関する事項 

ア 入札説明書の閲覧 

(ｱ) 期間 令和３年８月 31 日（火）～令和３年 10 月 21 日（木） 

（ただし、「神奈川県の休日を定める条例」（平成元年条例第 12 号）に定め

る県の休日を除く。以下、期間を指定している場合において同じ。） 

 

(ｲ) 時間 午前８時 30 分～正午及び午後１時～午後５時 15 分 

 

(ｳ) 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎３階 

神奈川県住宅営繕事務所入札室前 

 

県のホームページにおいても閲覧に供します。 

なお、入札説明書の配布はしませんので、必要に応じて県のホームページか

らダウンロードしてください。 

県のホームページ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j4t/kamimizo_tatekaejigyou_pfi.html 
 

イ 入札説明会兼現地見学会 

(ｱ) 開催日時 令和３年９月８日（水） 午前９時 30 分～午後５時まで（予定） 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下であることを踏まえ、開催方法に

ついては、令和３年９月１日（水）以降、県ホームページで詳細を示します。 
 

(ｲ) 受付場所等 

【受付・説明会場】 

県営上溝団地 集会所（相模原市中央区光が丘３-７の 11） 

【見学場所】 

県営上溝団地（相模原市中央区光が丘３-１外） 

 

(ｳ) 申込期間  

令和３年９月２日（木）から令和３年９月３日（金） 午後５時 15 分 

 

(ｴ) 申込方法 

別添資料３「様式集」様式 1-1-1 に必要事項を記入の上、電子メールにより

第８の８(4)に記載のアドレス（神奈川県住宅営繕事務所管理課あて）に申し込

んでください（電子メール以外での申込みは不可とします。）。 

 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j4t/kamimizo_tatekaejigyou_pfi.html
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(ｵ) 注意事項 

a 説明会当日は、入札説明書等は配布しませんので、第８の８(4)に記載の

県ホームページからダウンロードして持参してください。 

b 事前に申し込まずに、当日来場しても説明会には参加できません。 

c 説明会場の収容人数に制限があるため、申込みの状況によっては１社当た

りの参加人数を制限するか、説明会を複数回に分けて実施することもありま

す。 

 

(ｶ) 説明会会場への交通 

ＪＲ横浜線淵野辺駅南口からバス（神奈川中央交通 淵 34、淵 35） 

「上溝団地」下車徒歩約１分 ※車での来場はできません。 

 

ウ 入札説明書に関する質問受付、回答の公表 

入札説明書に記載した内容に関する質疑応答を次のとおりに行います。 

(ｱ) 質問の方法  

添付資料一覧に記載する資料ごとに質問の内容を簡潔にまとめ、別添資料

３「様式集」様式 1-2-1・1-2-2 を提出してください。 

 

(ｲ) 受付期間 

令和３年９月 16 日（木）から令和３年９月 22 日（水）午後５時（必着） 

 

(ｳ) 提出方法 

電子メールにより第８の８(4)に記載のアドレス（神奈川県住宅営繕事務所 

管理課あて）に提出してください。 

 

(ｴ) 回答の公表 

令和３年 10 月 22 日（金）から第８の８(4)に記載の県ホームページに回答

を掲載するとともに、次のとおり閲覧に供します。 

a 期間 令和３年 10 月 22 日（金）～令和３年 10 月 28 日（木） 

b 時間 ８時 30 分～正午及び午後１時～午後５時 15 分 

c 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎３階 

神奈川県住宅営繕事務所入札室前 

 

エ 入札説明書に関する事業者ヒアリング 

(2)に示す入札参加資格の確認を受け、入札参加資格を有しているとされた者

を対象に、入札説明書に関する共通理解を図ること等を目的として、事業者ヒア

リングを次のとおり行います。また、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下

であることを踏まえ、開催方法の変更をさせていただく場合があります。その場

合は、県ホームページにてその旨を連絡しますので、参加前に事業者ヒアリング

の開催について確認いただきますようお願いします。 
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(ｱ) 日時 令和３年 11 月 24 日（水） 

 

(ｲ) 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎６階会議室 

 

(ｳ) 申込方法等 

a 提出様式  

別添資料３「様式集」様式 1-3-1「事業者ヒアリング 参加申込書」及び

様式 1-3-2「事業者ヒアリング 質問票」を提出してください。 

b 受付期間  

令和３年 11 月 15 日（月）～令和３年 11 月 18 日（木）午後５時 15 分

（必着） 

c 申込方法  

電子メールにより第８の８(4)に記載のアドレス（神奈川県住宅営繕事務

所管理課あて）に提出してください。 

 

(ｴ) 回答の公表 

ヒアリングの回答は、令和３年 12 月下旬に公表を予定しており、第８の８ 

(4)に記載の県ホームページに掲載するとともに、次のとおり閲覧に供します。 

a 期間 公表日（令和３年 12 月下旬）～令和４年１月７日（金） 

b 時間 午前８時 30 分～正午及び午後１時～午後５時 15 分 

c 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎３階 

神奈川県住宅営繕事務所入札室前 

 

(ｵ) その他 

詳細については、付属資料１「県営上溝団地特定事業に係る入札説明書等

に関する事業者ヒアリング要綱」によります。 

 

オ 入札説明書等の変更 

入札説明書等の内容を変更する場合があります。変更を行った場合は、県ホー

ムページ等で公表します。 

 

(2) 入札参加資格の確認 

入札に参加しようとする者は、別添資料３「様式集」Ⅱ ２に記載の入札参加表明

書（資格確認申請書）及び資格確認資料（以下「参加表明書等」という。）を以下によ

り提出し、入札参加資格を有することについて確認を受けることを要します。 

なお、期限までに参加表明書等を提出しない者及び入札参加資格がないとされた者

は、本入札に参加することはできません。 

 

ア 参加表明書等の受付の日時、場所及び方法 

(ｱ) 日時 令和３年 10 月 26 日（火） 



－ 18 － 
 

午前８時 30 分～正午（厳守） 

 

(ｲ) 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎６階会議室 

 

(ｳ) 提出方法 参加表明書等の提出は、(ｲ)の場所へ持参することにより行うもの

とし、送付され、又は電送されたものは受け付けません。 

 

イ 入札参加資格の確認基準日 

令和３年 10 月 26 日（火） 

 

ウ 資本関係又は人的関係申告書の提出 

参加表明書等提出の際に、別添資料３「様式集」様式 2-10「資本関係又は人的

関係申告書」（以下「申告書」という。）を提出してください。申告書は、資本関

係又は人的関係の有無にかかわらず提出する必要があります。 

また、入札担当部署において、第４の１(1)エの基準に該当する者同士が同一

入札に参加しているかどうかを確認し、基準に該当する者が行った入札はすべて

無効として取り扱います。ただし、基準に該当する者のうち、他の者が開札前に

辞退届の提出を行えば、残った一者の行った入札は有効とします。なお、基準に

該当する者同士が、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ること

は、特に問題はありません。 

入札期間中に「資本関係又は人的関係情報」に変更が生じた際は、変更申請（再

申請）を済ませた上で、入札担当部署に変更内容を速やかに連絡してください。 

詳細については、別添資料３「様式集」様式 2-10 別紙「資本関係又は人的関

係にある者同士の同一入札への参加制限について」を参照ください。 

 

エ 資格確認結果の通知 

入札参加資格の確認結果通知は、参加表明書等を提出した者に対して、書面に

より令和３年 11 月 11 日（木）までに発送します。 

 

オ 入札参加資格がないとされた場合の扱い 

入札参加資格の確認により、入札参加資格がないとされた者は、参加資格がな

いと判断された理由について、書面により次のとおり説明を求めることができま

す。 

(ｱ) 日時 令和３年 11 月 12 日（金）～令和３年 11 月 19 日（金） 

午前８時 30 分～正午及び午後１時～午後４時（厳守） 

(ｲ) 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎３階 

神奈川県住宅営繕事務所管理課 

(ｳ) 提出方法 （ｲ）の場所へ説明要求の書面（様式自由）を持参してください。

送付され、又は電送されたものは受け付けません。 

(ｴ) 説明要求があった場合は、令和３年 11 月 26 日（金）までに回答します。 
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カ 入札参加を辞退する場合 

参加表明以後、入札参加者が入札を辞退する場合は、参加表明書等の入札辞退

届（様式 2-11）を令和４年１月 11 日（火）午後５時 15 分（厳守）までに第８の

８(4)に記載の場所に持参し提出するものとし、送付され、又は電送されたもの

は受け付けません。 

 

キ 入札参加資格の確認基準日以降の取扱い 

(ｱ) 入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、入札日において、第４の１(2)

で定める要件の一つでも満たさない場合は、原則として入札に参加することは

できません。ただし、以下の場合を除きます。 

ａ 第４の１(2)イ(ｲ)b(b)において、建築一式工事の最新の経営事項審査結

果通知の総合評定値が 1,000 点以上である特定建設工事共同企業体におけ

る代表構成員が、構成員中最高の値の者であるという要件のみを満たさな

くなった場合。落札者がＳＰＣを設立する場合も同様に取り扱うものとし

ます。 

b  代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合であって、

当該入札参加者が、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加

資格を有する構成企業を補充し、県が入札参加資格等を確認の上認めた場

合。 

(ｲ) 入札日の翌日から落札者決定日までの間、入札参加者となる単体企業又は入

札参加者となる応募グループの各構成企業が入札参加資格要件を欠くに至っ

た場合、県は当該入札参加者をＰＦＩ事業者決定のための審査対象から除外し

ます。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合で

あって、当該入札参加者が、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札

参加資格を有する構成企業を補充し、県が入札参加資格の確認及び事業能力を

勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該入

札参加者の入札参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができる

ものとします。 

なお、この場合の補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企

業が入札参加資格を欠いた日とします。 

 

(ｳ) 落札者決定日の翌日から基本協定締結日までの間、落札者である単体企業又

は落札者の構成企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合、県は落札者と基

本協定を締結しない場合があります。この場合において、県は落札者に対して

一切の費用負担を負わないものとします。 

ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当

該落札者が、参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構

成企業を補充し、県が入札参加資格の確認及び事業能力を勘案し、特定事業契

約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該落札者と基本
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協定を締結します。 

なお、この場合の補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企

業が入札参加資格を欠いた日とします。 

 

(ｴ) 基本協定締結日の翌日から契約に係る神奈川県議会の議決日までの間、落札

者である単体企業又は落札者である応募グループの構成企業並びに落札者が

設立したＳＰＣの構成企業（以下この項において「落札者等」という。）が入札

参加資格要件を欠くに至った場合、県は当該落札者等と契約を締結しない場合

があります。この場合において、県は落札者等に対して一切の費用負担を負わ

ないものとします。ただし、応募グループ又はＳＰＣの代表企業以外の構成企

業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該応募グループ又はＳＰＣが、参

加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、

県が入札参加資格の確認及び事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障

をきたさないと判断した場合は、県は当該応募グループ又はＳＰＣと契約を締

結します。 

なお、この場合の補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企

業が入札参加資格を欠いた日とします。 

 

ク その他 

(ｱ) 参加表明書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

(ｲ) 県は、提出された参加表明書等を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で

使用しません。 

(ｳ) 第４の１(1)ウのただし書に該当する場合を除き、提出期限経過後における参

加表明書等の差替え及び再提出は認めません。 

 

２ 入札方法等 

入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、別添資料３「様式集」Ⅱ ３（1）に記載

された入札書等及び、（2）～（10）に記載された提案書等（以下「提案書」という。）

を提出してください。 

 

(1) 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 令和４年１月 17 日（月）午前９時 

 

イ 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎６階会議室 

 

(2) 入札にあたっての留意事項 

ア 入札説明書等の承諾 

入札参加者は、入札説明書等の記載内容を承諾の上、入札してください。 

 

イ 費用負担 
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入札書等及び提案書の作成、並びに提出等、本入札に関し必要な費用は、すべ

て入札参加者の負担とします。 

 

 

ウ 入札書等の提出方法 

持参又は郵便によります。入札書は、様式集に定めるところにより作成し、必

ず入札価格内訳書を添付してください。持参による場合は、(1)に示した日時に

提出してください。使者による入札は認められません。郵便による場合は、書留

郵便とし、神奈川県住宅営繕事務所住宅整備課に令和４年１月 14 日(金)必着と

します。入札価格内訳書の提出がない場合は失格となります。 

 

エ 入札の立会い 

入札参加者又はその代理人は開札に立ち会ってください。入札参加者又はその

代理人が開札に立ち会わない場合においては、当該入札事務に関係のない県の職

員を立ち会わせるものとします。代理人は、委任状を持参してください。 

なお、入札時には入札参加者又はその代理人の本人確認書類（運転免許証等）

を持参してください。 

 

オ 入札の辞退 

入札参加資格の確認を受けた入札参加者が、入札書について、(1)までに当該

書類を提出しない場合は、辞退したものとみなします。 

 

カ 公正な入札の確保 

入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年

法律第 54 号）に抵触する行為を行ってはなりません。また、公正に入札を執行

できないと認められる場合又はそのおそれがある場合は、当該入札参加者を参加

させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあります。 

なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとること

があります。 

 

キ 入札価格の記載等 

(ｱ) 予定価格 

県は本事業のサービス購入料の総額について、税抜で予定価格を設定します。

予定価格を超える入札書を提出した入札参加者は失格とします。 

 

(ｲ) 参考価格 

予定価格は公表しませんが、目安として、以下の参考価格を示します。（消費

税及び地方消費税を含みません。また、県の算定根拠は公表しません。） 

参考価格： 13,800,000,000 円 
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(ｳ) 入札価格の記載 

入札価格の算定については、別添資料３「様式集」様式 3-1-1 及び様式 3-1-

2 を参照してください。また、別添資料１「要求水準書」（入居者移転支援編）

における移転補償料については、次のとおり入札価格に見込んでください。（全

ての入居者が、仮移転と本移転する場合、仮移転せず直接本移転する場合、又

は、その両方の場合のいずれかと想定し、住替移転者、退去者及び不適正居住者

等がいないものとして移転補償料を見込んでください。消費税及び地方消費税

を含みません。） 

・仮移転料 23 万円/戸 

・本移転料 21 万円/戸 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分

の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額としますので、入札参加者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するこ

とを要します。 

 

ク 入札執行回数 

１回とします。 

     

ケ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札を無効とし、無効の入札を行った者を落札者とし

ていた場合には落札決定を取り消します。 

(ｱ) この公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札の条件に違反し

た入札 

(ｲ) 第５の１(2)キ(ｱ)に定めるところにより入札に参加することができない者が

行った入札  

(ｳ) 委任状に記載のない代理人のした入札 

(ｴ) 参加表明書等に記載された入札参加者の代表企業以外の者のした入札 

(ｵ) 参加表明書等その他の提出書類に虚偽の記載をした者のした入札 

(ｶ) 記名のない入札書による入札又は入札事項を表示しない入札 

(ｷ) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札 

(ｸ)２通以上行った入札 

(ｹ) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

コ 留意事項 

(ｱ) 入札参加者又はその代理人は、入札説明書等を熟読の上、入札してください。

入札説明書等についての不知又は不明を理由として、入札後に異議を申し立て

ることはできません。 

(ｲ) 入札参加者又はその代理人は、入札書の提出前に、その記載事項を訂正する
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場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければなりません。ただし、

入札金額の訂正は認めません。 

(ｳ) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることが

できません。 

(ｴ) 入札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとします。 

(ｵ) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある

職員(以下「入札関係職員」という。）及び入札立会職員以外の者は入場するこ

とができません。入札会場には、入札参加者又はその代理人いずれか１名のみ

入場することができます。また、入札参加者又はその代理人は、入札開始後に

おいては、会場に入場することができません。 

(ｶ) 入札参加者又はその代理人は、入札中は、入札関係職員が特にやむを得ない

事情があると認めた場合のほか、入札会場を退場することはできません。 

(ｷ) 入札会場において、次に該当する者は、当該会場から退去させます。 

公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

公正な価格を害し、又は不正な利益を得るため連合した者 

(ｸ) 入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代

理人になることができません。 

 

 ３ 提案書の受付等 

(1) 提案書受付の日時等 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者は、次のとおり提案書

を持参してください。 

ア 提案書受付の日時、場所 

(ｱ) 日時 令和４年１月 17 日（月） 

午前９時 30 分～正午（厳守） 

 

(ｲ) 場所 横浜市西区岡野２－12 の 20 横浜西合同庁舎６階会議室 

 

イ 提案書提出にあたっての留意事項 

別添資料３「様式集」を参照し、提出してください。 

その際、提出書類を全く提出しなかった場合は、失格となります。 

 

ウ 提案書の取扱い 

(ｱ) 著作権 

県が提示した参考図書等の著作権は県に帰属します。また、提案書の著作権

は、入札参加者に帰属します。 

また、本事業における公表及びその他県が必要と認めるときには、県は提案

書の全部又は一部を使用できるものとします。 

なお、一旦提出された入札参加者の提案書は一切返却しません。 

 



－ 24 － 
 

(ｲ) 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等

を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負ってください。 

 

(ｳ) 複数提案の禁止 

入札参加者は、１つの提案しか行うことができません。 

 

(ｴ) 提案書の変更禁止 

提案書の変更はできません。ただし、提案資料における誤字等の修正につい

てはこの限りではありません。 

 

エ 入札保証金 

入札保証金は免除します。 

 

４ 落札者の決定方法等 

本入札は、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者の提案書を、価格と価格以外

の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札方式により行いま

す。 

 

(1) 提案書の評価方法 

ア 審査の手順 

審査は、資格審査と提案審査の２段階にて実施します。 

（ｱ） 資格審査 

参加表明書等をもとに、県は、第４の１で示した入札参加資格について審

査を行い、その結果を通知します。 

 

（ｲ） 提案審査 

a 入札価格の確認 

県は、入札参加者が提示する入札価格が予定価格を超過していないかの

確認を行います。入札価格が予定価格を超える場合は、その入札参加者は失

格とします。 

 

b 標準点の付与 

別添資料２「落札者決定基準」表１に掲げる基本的事項を達成していると

認められる提案には、標準点として 100 点を付与します。基本的事項を明

らかに満たしていないと確認される場合は失格とします。 

 

       c 加算点の審査 

加算点は、落札者決定基準表２に掲げる審査項目ごとに審査を行い、表
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３に掲げる評価ランクに応じて加算を行います。加算点は最高 100 点とし

ます。 

端数処理は、審査項目ごとに小数点第３位を四捨五入し、同第２位まで

とします。 

 

d  評価値の算定 

総合評価の方法は、提案内容の標準点と企業の技術力の評価に基づく加

算点の合計である技術評価点を入札価格（税抜き）で除して得た評価値を

もって行う除算方式とします。また、評価値の算定に当たり、判定を容易

にするため、品質確保保証価格（12,173,484,000円（税抜き））を２で除し

た値を乗じた値とし、次の評価値算定方法によります。ただし、入札価格

が品質確保保証価格を下回った場合は、品質確保保証価格を評価値算定上

の入札価格に置き換えて評価値を算定します。  

評価値＝（技術評価点÷入札価格）×（品質確保保証価格÷２） 

             ＝｛（標準点[100点]＋加算点）÷入札価格｝×（品質確保保証価 

                格÷２） 

入札価格＜品質確保保証価格の場合 

           評価値＝（技術評価点÷品質確保保証価格）×（品質確保保証価格÷２） 

             ＝（標準点[100点]＋加算点）÷２ 

なお、品質確保保証価格を評価値算定上の入札価格に置き換えて算定し

た者が落札者となった場合でも、契約金額は、その者が入札した価格とし

ます。 

 
   e 「県営上溝団地建替事業に係るＰＦＩ事業者選定評価委員会」（以下「評

価委員会」という。）からの意見聴取 

県は、ＰＦＩ事業者選定にあたり、学識経験者等で構成される評価委員

会から意見を聴取します。 

なお、評価委員会の委員については、次のとおりとし、審査の公平性を

確保し、適切なＰＦＩ事業者の選定を図るため、入札参加者が各委員に対

して接触することを禁止します。 

区分 氏名(敬称略) 所属機関（団体）・役職名 

委員長 山内 弘隆 一橋大学・名誉教授 

副委員長 光多 長温 （公益財団法人）都市化研究公室・理事長 

委員 大江 守之 慶應義塾大学・名誉教授 

委員 岡本 慎司 神奈川県・総務局財産経営部長 

委員 塩川 圭一 神奈川県・県土整備局建築住宅部長 

委員 中島 正夫 関東学院大学・教授 

（委員の順序は五十音順で掲載） 
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f 提案書に対する事業者プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

提案審査に当たり、提案者による提案内容について、プレゼンテーション

及び提案者へのヒアリングを実施します。 

また、プレゼンテーションに際し、提案書提出後の新たな資料及び模型等

を用いることは不可とします。 

なお、プレゼンテーション及びヒアリングの実施日時及び場所については、

後日、県から単体企業又は応募グループの代表企業へ連絡します。 

 

（2）落札者の決定 

        県は、落札者決定基準に基づき評価を行い、評価委員会からの意見聴取の結果を 

参考に、評価値が最も高い者を落札者とします。 

        県と落札者は入札説明書等に基づき契約手続を行い、落札者又は落札者が設立し 

たＳＰＣと契約を締結します。ただし、契約締結までの間に、落札者の構成企業が 

入札参加資格要件を欠くに至った場合は、その限りではありません。 

 

(3) 入札結果の通知及び公表 

入札結果は、入札参加者に書面で通知するとともに、審査結果及び審査の講評と併

せて県のホームページへの掲載その他の方法により公表します。電話等による問合せ

には応じません。 

 

(4) 入札の中止等 

競売入札妨害又は談合行為の疑い、不正又は不誠実な行為等により入札を公正に執

行できないと認められるとき、又は競争性を確保し得ないと認められるときは、入札

の執行延期、再度公告入札又は入札の取り止め等の対処を図る場合があります。 

 

(5) 落札者を選定しない場合 

事業者の募集及び選定の過程において、入札参加者が無い、あるいは、いずれの入

札参加者も県の財政負担額の縮減が見込めない等の理由により、本事業をＰＦＩ事業

として実施することが適当でないと判断された場合には、特定事業の選定を取り消す

こととし、その旨を速やかに公表します。 
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第６ 契約手続等 

１ 基本協定の締結及び仮契約の締結 

県と落札者は、契約当事者双方の義務について必要な事項を規定することを主な目

的として、仮契約の締結に先立って、すみやかに基本協定を締結することとします。基

本協定締結後、県はＳＰＣ又は落札者と仮契約を締結します。ただし、落札者が設立す

るＳＰＣは、会社法に定める株式会社として、県内に設立するものとします。 

なお、ＳＰＣ又は落札者が自らの事由により仮契約の締結に至らない場合には、県は

総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達

した場合、随意契約による契約締結の手続を行う場合があります。 

 

２ 契約保証金 

ＰＦＩ事業者は、契約保証金（契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の金額）

を納付するものとします。ただし、ＰＦＩ事業者が次の(1)に掲げる場合に該当すると

きは、当該担保又は保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、

(2)に掲げる場合に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。詳細は別添資料

４「特定事業契約書（案）」を参照してください。 

 

(1) 契約保証金の納付に代える場合 

ア 契約保証金に代わる担保となると県が認めた有価証券等を提供する場合 

イ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第３条に規定する金融

機関の保証を付す場合 

 

(2) 契約保証金を免除する場合 

ア 公共工事履行保証証券による保証を付す場合 

イ 県を被保険者とする契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する

履行保証保険契約を締結する場合 

ウ ＰＦＩ事業者を被保険者とする履行保証保険契約を、設計企業、建設企業、工

事監理企業及び入居者移転支援業務企業の全部又は一部の者に締結させる場合。

ただし、保険金請求権に、特定事業契約書に定める違約金支払債権を被担保債権

とする質権を県のために設定することを条件とします。 

  

３ その他 

(1) 特定事業契約書（案）の内容変更 

特定事業契約書（案）の内容変更は行いません。ただし、契約締結までの間に、条

文の意味を明確化するために文言の修正を行うことがあります。 

 

(2) 契約に要する費用 

契約の検討に係るＳＰＣ又は落札者側の弁護士費用、印紙代など、特定事業契約に
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要する費用（県の弁護士費用は除く。）は、ＳＰＣ又は落札者の負担とします。 

 

(3) ＰＦＩ事業者の契約上の地位 

県の事前の承諾がある場合を除き、ＰＦＩ事業者は契約上の地位及び権利義務を譲

渡、担保提供その他の方法により処分してはなりません。 

 

(4) 議会の議決 

契約の締結については、議会の議決に付すべき事件に関する条例第２条の規定に  

基づき、神奈川県議会の議決を要します。  
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第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 

１ 法制上及び税制上の措置に関する事項 

ＰＦＩ事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上

の措置が適用されることとなる場合は、改正された法律等によります。 

 

２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 

ＰＦＩ事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けること

ができる可能性がある場合は、県はこれらの支援をＰＦＩ事業者が受けることができ

るよう努めます。 

 

３ その他の支援に関する事項 

県はＰＦＩ事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要

な協力を行います。 

なお、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、県はＰＦ

Ｉ事業者と協議を行います。 
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第８ その他事業の実施に関し必要な事項 

１ 県とＰＦＩ事業者の責任分担 

(1) 責任分担の基本的な考え方 

本事業における責任分担の考え方は、県とＰＦＩ事業者が適正にリスクを分担する

ことにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、県営住宅等整

備業務、入居者移転支援業務及び用地活用業務の責任は、原則としてＰＦＩ事業者が

負うものとします。 

ただし、県が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、県が責任を負う

ものとします。 

 

(2) 予想されるリスクと責任分担 

県とＰＦＩ事業者の責任分担は、原則として付属資料２「リスク分担表」及び別添

資料４「特定事業契約書（案）」によります。入札参加者は負担すべきリスクを想定

した上で、提案をしてください。 

 

２ 関係者協議会の設置 

契約締結後、県とＰＦＩ事業者で構成する関係者協議会を設置し、契約における解釈

上の疑義事項や県とＰＦＩ事業者との間において意見調整が必要となる事項等につい

て協議を行います。 

 

３ 県による事業の実施状況の監視（モニタリング） 

県は、ＰＦＩ事業者が契約に定められた業務を適正かつ確実に実施し、入札説明書等

に記載された要求水準及びＰＦＩ事業者の事業提案における業務水準を満たしている

ことをモニタリングにより確認します。 

詳細は別添資料４「特定事業契約書（案）」別紙 12「モニタリング基本要領」を参照

してください。 

 

４ 事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合の措置 

事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合、県とＰＦＩ事業者

は誠意をもって協議するものとし、協議が調わない場合は、特定事業契約書に規定する

具体的措置に従うものとします。また、本事業に関する紛争については、横浜地方裁判

所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

５ 土地に関する事項 

県は、事業用地については、契約締結の日から建替住宅等の引渡し及び余剰地の所有

権移転の完了日までの間、ＰＦＩ法第 71 条第２項の規定により、ＰＦＩ事業者に無償
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で使用することを許可する予定です。 

 

６ 情報公開及び情報提供 

神奈川県情報公開条例に基づき本事業に関する情報公開請求があった場合は、同条

例に基づき必要な対応を行います。 

本事業に関する情報提供は、県ホームページ等を通じて適宜行います。 

 

７ 入札に伴う費用分担 

入札参加者の入札に係る費用については、すべて入札参加者の負担とします。 

 

８ その他 

(1) 入札参加者は、入札説明書等を熟読し、かつ、遵守してください。 

 

(2) 契約手続において使用する言語は日本語とし、単位は計量法に定めるものとし、通

貨は日本国通貨とし、時刻は日本標準時とします。  

 

(3) 入札説明書等に定めるもののほか、入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合

には、入札参加者に通知します。 

 

(4) 本入札に関する問合せ先は、次のとおりとします。 

神奈川県住宅営繕事務所 

電 話 045-311-8080（代） 

ＦＡＸ 045-311-8107 

住 所 〒220-0073 横浜市西区岡野２－12 の 20（横浜西合同庁舎３階） 

電子メール juei.pfi-pj.h6ww@pref.kanagawa.lg.jp 

ホームページ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j4t/kamimizo_tatekaejigyou_pfi.html 
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